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地内系統の混雑管理について

2020年10月9日
地内系統の混雑管理に関する勉強会事務局

第3回 地内系統の混雑管理に関する勉強会 資料1



2本日の議題

１．課題・論点の整理

２．既契約等に関する整理(報告)

３．中間整理（骨子案）

４．今後の進め方
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前回頂いたご意見

(混雑管理方法に関するご意見)

◼ 再給電について、需給バランス調整と混雑調整との区切りをどうするかや誰がいくら負担するのかといった費用
負担の話は難しいと思うが、混雑管理対象が上位２系統ということであれば、調整力は余力活用やΔkWで
調達でき、コストもわかるなど、調達電源をどうするかという技術的側面はそれほど難しくはないのではないか。

◼ ゾーン制は、ゾーンが多数できた場合にそこでの市場参加者が少なくなるなど難しい面があるのではないか。

◼ ゾーン制は、複雑な系統には適用できず、混雑する度にシステム対応等が必要になることから長期的な対応
策にならないのではないか。

◼ ノーダル制を考える場合、混雑処理は計画断面でも行われているが、基本的には実需給断面での処理がメ
インになるのではないか。

◼ 複雑なループ系統へのノーダル制の適用を念頭に置いたときに、日本における複雑なループ系統への適用が
可能なのかどうか、確認が必要ではないか。

(混雑管理方法適用の方向性等に関するご意見)

◼ 混雑管理の方法の特徴に応じ、系統にあった適切な組み合わせを考えていくということが合理的ではないか。
混雑が少ない系統では、事業者のシステム負担が少ない方法とし、その後の混雑度合いの見込みに応じて
、電源立地誘導を考慮した別の方法に切り替えるといったことも考えられるのではないか。

◼ 長期的にどうあるべきという視点と短期的にどうするかは、分けて整理した方がいいのではないか。

◼ 長期的視点で考えるとノーダル制を目指すべきではないか。仮にそれが１０年かかるとすれば１０年後に行
うという方針が明確になるのであれば、発電事業者も投資計画を組むことは十分可能であると思われる。

◼ メリットオーダーによる混雑管理を目指した場合は、例えば石炭火力がガス火力よりも優先することにも繋がる
ため環境性への適合が損なわれることも考えられる。結果として発電コストの最小化だけを追求すると社会コ
ストの最小化には繋がらない可能性も出てくるのではないか。

◼ 既存契約の取り扱いについては引き続き議論が必要。（詳細はP28、29）



4今回ご議論いただきたい内容

◼ 系統の特徴を踏まえて混雑管理方法の適用を考えるべきというご意見、混雑管理導入までの
時間軸（長期・短期）という観点で整理してはどうかというご意見を踏まえ、混雑処理を行うタ
イミングや導入までの時間軸という観点から取り得る混雑管理方法の選択肢や混雑管理方法
の導入に向けた具体的な課題についても整理したのでご議論いただきたい。

◼ また、既契約に関して事務局にて弁護士へ確認したため、今回併せてご報告する。

ベースとなる着眼点
目指すべき姿 価格シグナルによる電源の新陳代謝

混雑系統の特徴に適した混雑管理方法の整理

混雑管理方法適用に向けた
具体的課題の整理

メリットオーダーの実現

混雑管理を行うタイミングを踏まえた整理

導入までの時間軸を踏まえた整理

【論点２】
適用に向けた具体的な
課題の整理

【論点１】実施のタイミング、導入までの
時間軸、系統の特徴、を踏まえた混雑
管理方法の選択の方向性について



5

１．課題・論点の整理

２．既契約等に関する整理(報告)

３．中間整理（骨子案）

４．今後の進め方



6１－１．今回ご議論いただきたい内容【論点１】

◼ 系統の特徴を踏まえて混雑管理方法の適用を考えるべきというご意見、混雑管理導入までの
時間軸（長期・短期）という観点で整理してはどうかというご意見を踏まえ、混雑処理を行うタ
イミングや導入までの時間軸という観点から取り得る混雑管理方法の選択肢や混雑管理方法
の導入に向けた具体的な課題についても整理したのでご議論いただきたい。

◼ また、既契約に関して事務局にて弁護士へ確認したため、今回併せてご報告する。

ベースとなる着眼点
目指すべき姿 価格シグナルによる電源の新陳代謝

混雑系統の特徴に適した混雑管理方法の整理

混雑管理方法適用に向けた
具体的課題の整理

メリットオーダーの実現

混雑管理を行うタイミングを踏まえた整理

導入までの時間軸を踏まえた整理

【論点２】
適用に向けた具体的な
課題の整理

【論点１】実施のタイミング、導入まで
の時間軸、系統の特徴、を踏まえた混
雑管理方法の選択の方向性について
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１－２．【論点１】実施のタイミング、導入までの時間軸、系統の特徴を踏まえた混雑管理

方法の選択の方向性について ～混雑処理実施のタイミングに関するポイント～

◼ 混雑管理方法を考える上で、計画段階や実需給段階等、混雑処理を行うタイミングが１つの
ポイントとなるが、これを混雑処理の主体という視点で捉えると、大きくは、卸取引市場（市
場運営者）による混雑処理と、TSO（系統運用者）による混雑処理という２段階での処
理機会が存在することを念頭に、混雑処理方法の選択肢を考えていくことが望ましいのでは
ないか。

混雑処理
主体

卸取引市場（市場運営者）による混雑処理 TSO（系統運用者）による混雑処理

特徴

・例えば日本の前日市場の場合、連系線で混雑が
生じる際は、市場の入札価格に基づき当該連系
線で市場分断することにより混雑調整を行う方式
(間接オークション方式）が基本となる。

・卸取引市場に入札された電源により混雑処理す
ることから、幅広い選択肢の中から混雑調整のた
めの電源を選定可能。

・TSOによる系統運用の中で、一定の順序(※)に基づき
電源出力の増減を行うことにより混雑処理を行う方式が
基本となる。

・実需給段階（あるいは実需給直前の段階）での混雑
処理を行うことから、全ての送電線に対して確実に混雑
処理がなされる必要がある。

※ 例えば、kWh価格によるメリットオーダー順など、予め定めた順序に
基づき電源出力調整を行うことで混雑処理がなされることをイメージ

（時間的余裕のある）計画段階 実需給に近い計画段階

前日市場 時間前市場

実運用
ノンファーム

抑制

実需給段階
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混雑管理方法を考えていく上で、目指すべき姿を実現するための課題の大きさ等も考慮しつつ、長
期・短期それぞれの視点で、望ましい選択肢を考えていく必要がある。

（長期的視点）

➢ メリットオーダー等、適切な順序に基づき混雑処理がなされるとともに、価格シグナルが機能するこ
とで電源と系統の最適化が合理的に実現されるか

➢ 長期的な観点から安定供給や環境負荷軽減等に向けた議論も継続的に行うことを念頭に置く
必要がある

（短期的視点）

➢ 直近での導入を念頭に、予想される課題に対応できるか

➢ 将来の選択肢（メリットオーダー等、電源と系統の最適化）への移行を考えた場合に、スムーズ
に無駄なく移行可能か

１－３．【論点１】実施のタイミング、導入までの時間軸、系統の特徴を踏まえた混雑管理
方法の選択の方向性について ～導入までの時間を踏まえた選択肢～
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◼ 現在の日本においては、全国市場である前日市場において、連系線を混雑処理対象としたゾー
ン制による混雑管理が行われるとともに、各ゾーン内（各エリア)においては、TSOが主体となり、
全ての送電線を対象とした混雑管理がなされていると言える。

◼ また、TSOが主体となり全ての送電線を対象として混雑管理を行う仕組みは、特に実需給段
階においては、その混雑処理方式に関わらず、確実な系統運用がなされるために必要であるこ
とは今後も変わらない。

◼ 加えて、これまではエリア内では混雑が生じないことを前提に設備形成がなされてきたことから、
TSOが主体となり混雑処理を要する場面は、平常時と異なる場面が主であったところ、ノンファー
ムの全国展開や、上位２電圧の基幹系統について費用便益に基づき増強判断を行う（混雑
が生じても増強しないという判断もあり得る）仕組みへの移行を考えると、今後は平常時におい
ても混雑が起こることを前提に考える必要がある。

◼ これらのことから、まず直近においては、混雑が発生しても確実に対応できる仕組みを速やかに
設けておくことが重要となる。

◼ この点、現在、エリア内で行っている需給調整・混雑管理方法を踏襲した仕組みによりTSOが一
定の電源運用順序に基づいて混雑処理を行う再給電方式は、費用負担の在り方や価格シグナ
ル等に関する課題は存在するものの、まず速やかに対応するための選択肢となるのではないか。

１－４．【論点１】実施のタイミング、導入までの時間軸、系統の特徴を踏まえた混雑管理
方法の選択の方向性について ～系統の特徴を踏まえた混雑管理方法①～
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〇調整力公募により電源Ⅰを調達するとともに、卸取引で落札されなかった電源等の余力を電源Ⅱとして確保
〇基本的に、需給調整を行う場合であれば、TSOは電源Ⅰと電源Ⅱを、発電事業者から提示された
kWh価格によるメリットオーダーに基づき調整電源の出力を増減させる。
(出力を減少させる場合はkWh価格の高い電源から、増加させる場合はkWh価格の安い電源から実施。)

※この時、出力増加した電源は、当該電源のkWh価格と増加量に基づく収入をTSOから得る。
（系統に不足した電力を供給したことで対価を得るイメージ）
また、出力を減少した電源は、当該電源のkWh価格と減少量に基づく金額をTSOに支払う。

（系統に余っていた電力を、自ら発電する代わりに購入したことで対価を支払うイメージ）

〇例えば、現状は、平常時においては系統混雑が生じない設備形成がなされているところではあるが、仮に実需
給断面で系統に混雑が生じた場合は、混雑により供給力過多となる小エリアにある調整電源の内、kWh価
格の高い電源から出力を抑制するとともに、当該小エリア以外にある調整電源の内、kWh価格の安い電源の
出力を同じ量だけ増加させることで系統混雑を解消する。

混雑送電線
運用容量
100万kW

（参考）現状の調整力調達と運用の概観

50万kW

40万kW電
源
A

調整単価

出力

高

50万kW

40万kW

上げ調整 下げ調整

安い電源から 高い電源から

電源
C

電源
E

混雑系統
以外

混雑系統

電源
D

電源
E

電源
F

潮流110万kW

10万kW抑制必要

10万kW減

電源
A

電源
B

電源
C

10万kW増

【上げ調整の場合】 【下げ調整の場合】

電
源
B

電
源
C

電
源
D

電
源
E

上限

安

上限

出力 出力

上限

高安高安

上げ調整力
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〇調整力公募により電源Ⅰを調達するとともに、他の電源等の余力を電源Ⅱとして確保
(今後は、需給調整市場により調整力確保がなされるとともに、容量市場で落札された電源の余力も
確保される仕組みに移行する。)

〇需給調整を行う場合は、上述の仕組みにより確保された調整力を用い、kWh価格による
メリットオーダーに基づき調整電源の出力を増減させる。

(出力を減少させる場合はkWh価格の高い電源から、増加させる場合はkWh価格の安い電源から実施。)
また、系統に混雑が生じた場合は、混雑により供給力過多となる小エリアの調整力の内、kWh価格の
高い電源から出力を抑制するとともに、当該小エリア以外にある調整力の内、kWh価格の安い電源の
出力を同じ量だけ増加させることで系統混雑を解消する。

（参考）現状を踏襲したTSOによる再給電スキームのイメージ

上限

TSOは電源ⅠとⅡの中からkWh価格の低い順に指令(メリットオーダー)
(下げ調整の場合は高い順)
(調整力提供者は毎週、各ユニットのkWh価格を登録)

【現状の調整力調達】 【需給調整市場(2021年度)および容量提供事業者の余力活用開始(2024年度)後】
出力

高

余
力
活
用

市
場
調
達

余
力
活
用

安

上限

混雑送電線
運用容量
100万kW

混雑系統
以外

混雑系統

電源
G

電源
H

電源
I

潮流110万kW

10万kW抑制必要

10万kW減

電源
D

電源
E

電源
F

10万kW増

上限 上限

出力 出力

高安高安

調整力電源の確保の仕方が変わるだけで、事業者から提出
されたkWh価格に基づき調整を行う点は現状と同じ

市
場
調
達

上げ余力なし

余
力
活
用

TSOは市場調達電源と余力活用電源の中からkWh価格の低い順に指令(メリットオーダー)
(下げ調整の場合は高い順)

上げ調整力

調整単価

出力

高

電
源
Ⅱ

電
源
Ⅰ

電
源
Ⅱ

安

上限

電
源
Ⅰ

上げ余力なし

電
源
Ⅱ

上げ調整力

調整単価



12

〇価格シグナルの確保
本方式にて混雑処理を行った場合、TSOには何らかの費用が発生するものの、現状、
系統混雑発生エリアの市場参加者のみに対価の支払いが生じるような仕組みは存在しないため、
混雑エリアへの電源参入を抑制するような価格シグナルのあり方について検討する必要がある。

〇混雑処理費用の扱い
例えば、系統に一切の混雑が生じていない状況でkWh価格に基づくメリットオーダー運用を行った結果をここでは
最適なメリットオーダー運用と捉えた場合に、系統混雑が生じるとその解消のためにメリットオーダーを崩した運用を
行う必要が生じる。すると、その分の追加的費用が生じることとなり、当該費用の扱いについて整理が必要となる。
（当該費用の扱いについては、国において検討がなされることとなる。）

（参考）再給電スキームの課題（例）

（その他の課題についてはP.18参照）

このような課題については、再給電方式を継続する中で解決を図る対応もあれば、仮に当該課題の
解消に時間を要する等の場合は、混雑処理方式自体を進化させる対応もあると考えられる。

電
源
A

発電単価

出力

高

電
源
B

電
源
C

電
源
D

電
源
E

安

上限

(

停

止)

電

源

F

電
源
A

発電単価

出力

高

電
源
B

電
源
E

安

上限

発電単価

出力

高

電
源
C

電
源
D

安

上限

電
源
F

混雑系統以外 混雑系統内
<混雑費用計算例>
電源E 10円/kWh
電源F 12円/kWh
抑制量10万kW(指令は30分間)

・上げ調整分：12×10万×0.5=60万
・下げ調整分：-10×10万×0.5=-50万
となり、調整費用は10万円必要。

【混雑が発生しない場合】
電源運用は全系統において

メリットオーダー順となる

混雑系統
以外

混雑
系統

G

G

G

【価格シグナルなし】

新規電源は混雑
状況を考慮せず

系統へ接続

混雑系統
以外

混雑
系統

G

G

G

【価格シグナルあり】

新規電源は混雑
状況を考慮して

系統へ接続

混雑料金○円

【混雑が発生する場合】
メリットオーダーを崩した電源運用となる
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◼ 「余力活用に関する契約」を締結した発電事業者は、GC後の余力を一般送配電事業者へ調整力として
提供する必要があり、余力活用電源も需給調整市場へ入札する電源と同様、kWh価格をシステムへ登
録するため、一般送配電事業者はkWh価格を把握することが可能。

◼ 容量市場への参入にあたって、調整機能を有する電源等がオークションで落札された場合、「余力活用に関
する契約」を締結することがリクワイアメントとして求められている。

余力活用に関する契約の概要について
◼ 余力活用に関する契約を締結した容量提供事業者は、一般送配電事業者からの指令に応じてゲートクローズ後の上げ余力・下げ余力を調整力として

提供していただきます。
◼ kWh精算については、容量提供事業者が需給調整市場システムに登録したV1・V2により精算されます。

(参考)容量市場におけるTSOへの余力供給スキームについて

第13条リクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定めるリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
① 電源等の区分が安定電源の場合
（省略）
(5) 契約の締結
安定電源のうち、調整機能を有するものについて、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結すること

【余力活用に関する契約締結の流れ】

出典：広域機関 容量市場におけるリクワイアメント・アセスメント・ペナルティの概要～余力活用に関する契約の締結～より抜粋

出典：広域機関 容量確保契約約款(2020年6月) より抜粋

出典：広域機関 容量市場におけるリクワイアメント・アセスメント・ペナルティの概要～余力活用に関する契約の締結～より抜粋
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◼ ゾーン制とは、予め混雑処理対象とする送電線を特定し、当該送電線で混雑が発生した場
合には処理を行う手法であり、逆に、予め混雑処理対象としない送電線については、仮に混雑
が生じたとしても混雑処理を行わない方式とも言える。

（例えば、現状の日本における前日市場の場合、予め連系線を混雑処理候補として特定し、一般送配
電事業者のエリアを一つのゾーンと捉えたゾーン制の混雑管理方法と捉えることができるが、連系線以外
の系統に対しては、仮に混雑が生じるとしても市場の中で混雑処理が行われることはなく、万一、ゾーン
の中で混雑が生じる場合は、ゾーン（エリア）を所管するTSOが混雑処理を実施することとなる。)

◼ このことから、予め定めた特定の送電線に対してのみ混雑処理を行う方式であるゾーン制は、
TSOが全ての送電線に対して確実に混雑処理を行う必要がある実需給断面に適用する方式
としては馴染まず、基本的にはTSOによる実需給段階での混雑処理がなされることを前提に、
卸取引市場等に適用する混雑管理方式と考えられるのではないか。

◼ ただし、例えば複雑なループ系統においては、系統を流れる潮流の分流のしかた次第で混雑
箇所が短期的に変化することがあり得ることから、予め混雑処理対象とする送電線を特定した
としても、結果的に当該送電線で混雑が生じる頻度が少ないこともあり得るため、例えば相
応の頻度で混雑する送電線を予め特定することが難しい系統については、市場での混雑処理
の後にTSO主体で全ての送電線を対象に混雑処理がなされることも念頭に、ゾーン制を適用
することの合理性についてよく見極める必要がある。

エリアA エリアB
連系線

市場主導型
(ゾーン制)

TSO主導型 TSO主導型

【現在】

エリアA
連系線

市場主導型
(ゾーン制)

TSO主導型

【地内の混雑系統をゾーン分け】

エリアB
(混雑系統除く)

混雑
送電線

市場主導型
(ゾーン制)

TSO主導型

１－５．【論点１】実施のタイミング、導入までの時間軸、系統の特徴を踏まえた混雑管理
方法の選択の方向性について ～系統の特徴を踏まえた混雑管理方法②～

エリアB
(混雑系統)

TSO主導型
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◼ ノーダル制による混雑管理については、全ての送電線を対象に混雑処理を行うことから、複雑なル
ープ系統においても適用可能(※)である。

◼ ここで、処理方式に限らず系統の混雑処理を行う上では、

➢ 「対象とする送電線の空容量（どれだけ使えるか）」

➢ 「対象とする送電線を利用する電源の利用量（どれだけ使おうとしているのか）」

➢ 「対象とする送電線を利用する電源の利用の順番を判断するための情報

（使える量より使う量の方が多い場合にどの電源から抑制するのか）」

等の情報を混雑管理主体が一元的に把握する必要があることから、全ての送電線を混雑処理
対象とするノーダル制を導入する場合、基本的には、系統を利用する全ての電源は、利用量と
抑制順位の判断とする情報（例えばkWh価格情報）を、混雑管理主体に提供する仕組み
を構築する必要があるなど、大幅な仕組みの見直しが必要になりその影響範囲も多岐にわたると
考えられるため、長期的な視点で議論を要する選択肢として、国も含め継続して議論していくこ
ととしてはどうか。

＜例：現状の前日市場の場合＞

連系線

空容量○○MW売
買売

買

エリアA エリアB

売
買売

買

前日市場

JEPX(混雑管理主体)

市場へ
入札

市場へ
入札

＜混雑処理に必要な情報＞
・連系線の空容量
・各電源の連系線利用量
・抑制順位判断情報（入札価格）

広域機関
より連携

１－６．【論点１】実施のタイミング、導入までの時間軸、系統の特徴を踏まえた混雑管理
方法の選択の方向性について ～系統の特徴を踏まえた混雑管理方法③～

※複雑なループ系統においてPJMの様に5分ごとの潮
流計算を行うことを想定した場合であっても、直流
法を用いた最適潮流計算で計算可能である。
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◼ 現在の日本においては、全国市場である前日市場において、連系線を混雑処理対象としたゾー
ン制による混雑管理が行われるとともに、各ゾーン内（各エリア)においては、TSOが主体となり、
全ての送電線を対象とした混雑管理がなされていると言える。また、TSOが主体となり全ての送電
線を対象として混雑管理を行う仕組みは、特に実需給段階においては、その混雑処理方式に関
わらず、確実な系統運用がなされるために必要であることは今後も変わらない。

◼ このことから、現在、エリア内で行っている需給調整・混雑管理方法を踏襲した仕組みによりTSO
が一定の電源運用順序に基づいて混雑処理を行う再給電方式は、費用負担の在り方や価格
シグナル等に関する課題は存在するものの、今後、平常時においても地内混雑が起こり得ること
に対し、まずは速やかに対応するための選択肢となるのではないか。

（これらの課題については、再給電方式を継続する中で解決策を設ける対応もあれば、混雑
処理方式自体をノーダル制に移行させることで解決を図る対応もあると考えられる。）

◼ また、卸取引市場におけるゾーン制の混雑処理方式については、その適用にあたっては、系統に
おける混雑状況の他、市場での混雑処理の後にTSO主体で全ての送電線を対象に混雑処理
がなされることも踏まえつつ、適用が合理的と考えられる系統への選択肢としてはどうか。

◼ さらにノーダル制の適用については、例えば入札価格に応じたメリットオーダーによる混雑管理や、
その結果としての価格シグナルも発信できるとともに、あらゆる系統への対応も可能である。ただし
、ノーダル制への移行には、大幅な仕組みの見直しが必要になりその影響範囲も多岐にわたると
考えられるため、長期的な視点で議論を要する選択肢として、国も含め継続して議論していくこ
ととしてはどうか。

１－７．【論点１まとめ】実施のタイミング、導入までの時間軸、系統の特徴を踏まえた混雑管理
方法の選択の方向性について ～混雑管理方法の選択の方向性～



17１－８．【論点１まとめ】 混雑管理方法の選択のイメージ・課題等

◼ 混雑管理の調整主体、導入に要する時間や適用系統の観点等から、混雑管理方法の選択イ
メージと主な課題を整理。

卸取引市場において調整 TSO（系統運用者）が調整

TSOが後着者を抑制

連系線を対象としたゾーン制

（仮にPJMのような仕組みを指向した場合の主な課題）
・将来の不確実性への対応(値差リスク解消手段等)
・混雑処理に必要な情報を市場運営者が一元的に把握する仕組み
の検討(例：全量入札市場の導入など)

・既存契約への影響
・容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合

（主な課題）・適用系統への合理性の見極め要
・将来の不確実性への対応 (値差リスク解消手段等)
・既存契約への影響
・容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合

（主な課題）
・費用負担の在り方
・価格シグナルが機能しない
（例えば、地点別混雑料金の導入などの検討が必要か)

・インバランス料金などへの影響
・TSOが電源出力を増減させる一定の順序の考え方
・混雑処理に必要となる調整電源確保のあり方
・容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合

処理概観：一定の順序に基づきTSOが電源出力を増減
価格シグナル：なし

適用系統：制限なし

再給電

処理概観：入札価格に基づくメリットオーダー
価格シグナル:一定程度あり 適用系統:適用の合理性の見極め要

ゾーン制

処理概観：入札価格に基づくメリットオーダー
価格シグナル：あり 適用系統：制限なし

ノーダル制

（仮にPJMのような仕組みを指向した場合の主な課題）
・将来の不確実性への対応(値差リスク解消手段等)
・混雑処理に必要な情報をTSOが一元的に把握する仕組みの検討
(例：全量入札市場の導入など)

・既存契約への影響
・容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合

処理概観：一定の順序に基づきTSOが電源出力を増減
価格シグナル：あり 適用系統：制限なし

ノーダル制

ノーダル制

まずは速やかに
対応するための

選択肢

現状

適用が合理的な
系統への選択肢

長期的な視点で
議論を要する
選択肢



18１－９．今回ご議論いただきたい内容【論点２】

◼ 系統の特徴を踏まえて混雑管理方法の適用を考えるべきというご意見、混雑管理導入までの
時間軸（長期・短期）という観点で整理してはどうかというご意見を踏まえ、混雑処理を行うタ
イミングや導入までの時間軸という観点から取り得る混雑管理方法の選択肢や混雑管理方法
の導入に向けた具体的な課題についても整理したのでご議論いただきたい。

◼ また、既契約に関して事務局にて弁護士へ確認したため、今回併せてご報告する。

ベースとなる着眼点
目指すべき姿 価格シグナルによる電源の新陳代謝

混雑系統の特徴に適した混雑管理方法の整理

混雑管理方法適用に向けた
具体的課題の整理

メリットオーダーの実現

混雑管理を行うタイミングを踏まえた整理

導入までの時間軸を踏まえた整理

【論点２】
適用に向けた具体的な
課題の整理

【論点１】実施のタイミング、導入までの
時間軸、系統の特徴、を踏まえた混雑
管理方法の選択の方向性について
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１－１０．【論点２】適用に向けた具体的な課題の整理

～短期的対策導入に向けた課題～
◼ 短期的には、TSO主導型を選択肢とすることとした場合、その実現のための課題についてどのような点が論点

となり得るか、ご議論いただきたい。

卸取引市場において調整 TSO（系統運用者）が調整

TSOが後着者を抑制

連系線を対象としたゾーン制

（仮にPJMのような仕組みを指向した場合の主な課題）
・将来の不確実性への対応(値差リスク解消手段等)
・混雑処理に必要な情報を市場運営者が一元的に把握する仕組み
の検討(例：全量入札市場の導入など)

・既存契約への影響
・容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合

（主な課題）・適用系統への合理性の見極め要
・将来の不確実性への対応 (値差リスク解消手段等)
・既存契約への影響
・容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合

処理概観：入札価格に基づくメリットオーダー
価格シグナル:一定程度あり 適用系統:適用の合理性の見極め要

ゾーン制

処理概観：入札価格に基づくメリットオーダー
価格シグナル：あり 適用系統：制限なし

ノーダル制

（仮にPJMのような仕組みを指向した場合の主な課題）
・将来の不確実性への対応(値差リスク解消手段等)
・混雑処理に必要な情報をTSOが一元的に把握する仕組みの検討
(例：全量入札市場の導入など)

・既存契約への影響
・容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合

処理概観：一定の順序に基づきTSOが電源出力を増減
価格シグナル：あり 適用系統：制限なし

ノーダル制

ノーダル制

まずは速やかに
対応するための

選択肢

現状

適用が合理的な
系統への選択肢

長期的な視点で
議論を要する
選択肢

（主な課題）
①費用負担の在り方
②価格シグナルが機能しない
（例えば、地点別混雑料金の導入などの検討が必要か)

③インバランス料金などへの影響
④TSOが電源出力を増減させる一定の順序の考え方
⑤混雑処理に必要となる調整電源確保のあり方
⑥容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合

本日議論

処理概観：一定の順序に基づきTSOが電源出力を増減
価格シグナル：なし

適用系統：制限なし

再給電



20１－１１．【論点２】 ①費用負担の在り方 ②価格シグナルの確保

◼ TSOが混雑調整を行う場合、混雑調整費用の負担の在り方についての整理が必要である。

（これについては国にて検討されることとなる。）

◼ 系統混雑の直接的な原因は送電線の容量不足であり、合理的な設備形成の中で容量不足
を解消せず混雑させた状態のままとすることに経済合理性があると判断されたとすれば、託送料
金により系統の利用者全体から幅広く徴収する方法も考えられるが、その場合、価格シグナル
が機能しにくく、混雑系統に電源が接続することを回避するインセンティブが働かない恐れがある。

◼ 他方、混雑系統に接続する全ての電源が混雑に関係していると考えれば、例えば、地点別混雑
料金を導入することで、混雑の原因者がその料金を負担することとなり混雑系統に電源が接続
するディスインセンティブとなることが期待されるが、仕組みの整備が必要となる。

混雑系統の電源が負担 託送料金で負担

特徴
・欧州の事例を見るに、発電所立地場所選定への
価格シグナルを発信するとともに、混雑系統を回避し
た電源の立地誘導に繋がる仕組みであるといえる。

・混雑調整の費用と需給調整用の費用を切り分ける
必要がなく、早期の対応が可能か

課題

・具体的な料金設定について、導入済みの各国とも
潮流の特徴や再エネ導入といった観点を踏まえ各々
異なる考えの元設定していることから、日本において
も、系統や潮流の特徴(すなわち発電と需要立地の
特徴)、再エネや従来電源も含めた投資意欲に与え
る影響などを踏まえた上で検討を行う必要がある。

・混雑系統回避の仕組みがない場合、系統混雑が
更に進み調整費用が高額化する恐れがある



21１－１２．【論点２】③インバランス料金などへの影響

◼ インバランス料金制度は、2022年度の適用開始に向け、広域運用された調整力の限界的なkWh価格を
ベースにした算定方法へ変更する方向で国(制度設計専門会合)において議論がなされている。

◼ 混雑調整を需給調整市場などで確保した電源で行う場合、混雑調整を行うことで調整力の限界kWh価
格が変わり、インバランス料金へ影響を与える可能性がある。

◼ 一方で、混雑調整は広域運用調整力の対象外(各エリア内運用の調整力で対応)とすれば、インバランス料
金への影響はない。

連系線 需給対応分
地内混雑が発生していない場合

≒インバランス単価

地内混雑が発生している場合
メリットオーダーで下げ調整電源を選択

(混雑系統以外)

(混雑系統内:混雑なし)
メリットオーダー
での上げ調整

安 高

安 高 安 高

混雑対応分+需給対応分
（現状では判別できない）

出力上限 出力上限

出力上限

10円/
kWh

12円/
kWh

12円/
kWh

8円/
kWh

Aエリア Bエリア

連系線

連系線

連系線

安 高

出力上限

10円/
kWh

12円/
kWh

12円/
kWh

8円/
kWh

需給対応分のみと比較し
高いｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ単価となる

≒インバランス単価

混雑
送電線

8円/
kWh

9円/
kWh

11円/
kWh

13円/
kWh

(混雑系統以外)
(混雑系統内:混雑あり)

安 高 安 高

出力上限 出力上限
混雑

送電線

8円/
kWh

9円/
kWh

11円/
kWh

13円/
kWh

混雑対応のための下げ調整

混雑対応分+需給対応分

上げ調整電源の稼働順は広域メリットオーダーにより決定
（上図の場合、Bエリア10円/kWh⇒Aエリア11円/kWh⇒Bエリア12円/kWh の順に稼働）

調整電源 調整電源 調整電源



22(参考)2022年度以降の新たなインバランス料金制度

１．新たなインバランス料金の基本的考え方

インバランス料金は、実需給における過不足を精算する単価であり、価格シグナルのベースとなるもの。したがって、2022 年度
以降のインバランス料金制度は、インバ ランスを発生させた者に合理的な負担を求める（発生させたインバランスが合理的な価
格で精算される）とともに、系統利用者に適切なインセンティブを与えるものとなるよう、①インバランス料金が実需給の電気の価
値を反映するようにし、②関連情報をタイムリーに公表することが重要。こうした考え方に基づき、インバランス料金は、その時間に
おける電気の価値を反映するよう、以下により算定する。

ア）インバランス料金はエリアごとに算定する。（調整力の広域運用は考慮）

イ）コマごとに、インバランス対応のために用いられた調整力の限界的な kWh 価格を引用する。（卸電力市場価格に基づく
補正の仕組みも導入）

ウ）省略

２．インバランス料金の算定方法の詳細

（１）インバランス料金の算定方法

省略

（２）インバランス料金の算定に用いる調整力の限界的な kWh 価格

①広域運用された調整力の kWh 価格を引用

2021 年度以降の調整力の運用においては、インバランス対応は主に広域運用調整力によって対応されることから、広域運
用調整力の限界的な kWh 価格をインバランス料金に引用することとする。この場合、広域運用されたエリアすべてが同一のイ
ンバランス料金となる。（エリア分断時の取扱いについては、以下④に記載。）

②各コマの限界的な kWh 価格の決定方法および③広域運用調整力への指令がゼロであった場合の扱い

省略

④エリア分断時の扱い

調整力の広域運用において、連系線に空き容量がなく分断があった場合は、分断されたエリアごとに広域運用された調整力の
限界的な kWh 価格を引用する。

第44回制度設計専門会合資料3-2 より



23１－１３．【論点２】④TSOが電源出力を増減させる一定の順序の考え方

◼ TSOが混雑調整のために電源出力を増減させる場合には、何らかの基準に基づいて増減させ
る電源を選択することとなる。

◼ その基準のあり方としては、例えば、現状は「TSOが確保している調整力のkWh価格に基づく方
法」で電源出力の増減を行っているが、そこに「何らかの付加価値を加えた一定の順序に基づく
方法」等が考えられるか。



24１－１４．【論点２】⑤混雑処理に必要となる調整電源確保のあり方

◼ これまで平常時においては地内系統の系統混雑は発生しない設備形成がなされてきたところ、
エリアの系統運用を行う上では、一般送配電事業者は地内系統の混雑有無について確認を行
うとともに、仮に混雑が発生しうる場合は、混雑処理の手段を講じることとなる。

◼ 今後、平常時において系統混雑が発生し得ることを前提に考える場合、TSOは、その混雑の頻
度や混雑箇所に応じて、混雑系統内では抑制する電源、混雑系統以外においては増出力す
る電源を調達する必要があることから、適切に調整電源を確保できる方策について、実務上の
課題なども含めて検討する必要がある。



25１－１５．【論点２】⑥容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合

◼ メリットオーダーによる混雑管理を導入した場合、混雑系統内の個々の電源が送電線を利用できるか否か
は実需給の直前まで判明しないため、容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合性等について
整理が必要である。

容量市場リクワイアメント
第1 3 条 リクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号 に定めるリクワイアメントを達成しなければならない ものとします。
① 電源等の区分が安定電源の場合
（省略）
(2)供給力の維持
実需給年度において、契約電源をアセスメント対象 容量以上の供給力を提供できる状態を維持すること
（省略）
(3)発電余力の市場入札
実需給年度において、容量停止計画が提出されていない時間帯に小売電気事業者等が活用しない余力を卸電力取引所等に入札すること。
（省略）
(4) 電気の供給指示への対応電気の供給指示への対応
実需給年度において、前日以降の需給バランス評価で判需給ひっ迫のおそれがあると判断された場合に、属地一般送配電事業者からの電気の供給指示に応
じて、ゲートクローズ以降の発電余力を供給力として提供すること
（省略）

出典：広域機関 容量確保契約約款(2020年6月) より抜粋

需給調整市場リクワイアメント
（リソース等が満たすべき要件）
第13 条 第12条（取引資格）に規定する取引資格のうち，リソース等が満たすべき要件は次の各号のとおりとする 。
(1)運用に関する要件

イ 約定した商品ブロックごとの時間帯（以下，「提供期間」という）において，リソースを，本市場で約定したΔｋＷ（以下，「ΔｋＷ約定量」という）
が供出可能な状態に維持すること。

（省略）
ヘ 提供期間において，ΔｋＷ約定量の範囲内で属地エリアの一般送配電事業者からの指令に従い調整を行うこと。（省略）

(2)設備に関する要件
イ 対象リソースに関する要件

（省略）
(ﾛ ) 第26条（取引対象のΔｋＷ）に規定する応動時間以内に，属地エリアの一般送配電事業者の指令に応じた出力増減が実施できること。
（省略）

出典：取引規程（需給調整市場）(2020年8月1日) より抜粋



26(参考) 国（大量導入小委）における論点
第19回再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会資料2 より



27本日の議題

１．課題・論点の整理

２．既契約等に関する整理(報告)

３．中間整理（骨子案）

４．今後の進め方



28２－１．既存契約等に関する整理

（広域機関顧問弁護士の見解）

◼ 電気事業法等の規定によれば、必ずしも発電者に対して、ファーム型接続を認めているとまでは
解することはできないように思われる。したがって、電気事業法等は平時における出力抑制（＝ノ
ンファーム型接続）を絶対禁止するものではないと考えられる。

◼ しかし、従前の国の審議会での議論や送配電等業務指針の規定は、いずれもファーム型接続で
あることを前提としており、これまでの実務においてもそのような運用を行ってきた。これらのことから
すれば、（電気事業法等においてノンファーム型接続が禁止されているわけではないものの、）
現行の託送制度（私契約）は、ファーム型接続が原則とされていると解釈することが合理的で
あると考えられる。

◼ もっとも、今後より慎重な検討は必要であるものの、送配電設備は、公共的なインフラ基盤であ
る以上、その変更に必要性・合理性等が認められるのであれば、現行の託送制度の変更が認め
られる余地はあると考えられる。但し、その場合であっても、現契約の契約期間、変更により発電
者が受ける不利益、発電者の不利益を回避するための代替措置の有無等を総合的に考慮の
上、判断されることになると考えられる。



29

◼ 既存契約について容量確保を何年にするか明示的な契約書面が作成されているわけでは必ずしもなさそうだが、一方で契
約書がなくても申込と承諾の一致で合意・契約は成立するのが民法の一般原則。従前の運用や取扱、関係者の認識等
を踏まえると系統容量をその発電所の運転のために相当期間確保するという合意は、系統承諾の時点で成立すると考え
るのが合理的ではないかと思う。相当期間がどのくらいかは議論の余地はあると思うが、送配電事業者から一方的に中途解
約を理由なく行うのは難しいと思う。

◼ メリットオーダーによる先着優先の見直しを行う方法として、指摘頂いているように約款で何か手当てをするということになると
思っており、約款変更の方法というのは約款の中で、既にユーザー方の同意なく行えることが規定されていれば、ある程度の要
点を満たせば送配電事業者の方で一方的に行うことはおそらく可能ではないかと思う。この約款変更の議論について、今年4
月1日から施行されている改正民法でも色々明定されているが、約款を一方的に変更するにあたっては「契約目的を反しな
いこと」「変更の必要性があること」「内容が相当なものであること」等の要件を満たす必要があるが、特に本件は内容の
相当性について、例えば相手方に過度な不利益を与えるものではないという要件を満たす必要があると思う。

◼ ファームで容量を確保しないと電源を繋いではいけないという状況・ルールの下で、それを確保して電源を繋いでいいという確定
をしたことであって、その後に抑制する・しないかを定めたものではないと思う。例えば先に接続した人の抑制の順位が後になる
という類のものが、契約の変更や系統部門からの中途解約にあたる等という解釈は本当に妥当なのか、若干疑問に思う。今
のような意見は1つの意見としてはあり得るが、本当にこれが唯一の解釈なのか、或いは最も自然な解釈なのかは疑問の余
地がある。もう繋いではいけない、1年365日1時間も発電していけないという類になれば明らかに解約になるが、1年365日
×48コマのうちのごく限定的な部分を抑制することが解約にあたる、或いは契約変更にあたるのかということ自体も十分に検
討する必要があると思う。

◼ 中途解約は本当にドラスティックに契約を解除する方法なので、方策の1つとして考えたときには取り難いという話。現実的に
は約款でどう手当てするか、約款変更の議論をどう整理するかだと思っており、契約条件の変更ではないと整理すると、従前
の契約内容はどういう契約条件だったのかもあわせて整理する必要があると思う。もう1つは系統側の要請について、今回
の見直しを行う必要性については先ほど考慮要素をあげさせて頂いたが、その中で検討されるべき議論なので当然ながら考
慮すべきだと思う。ここは、慎重に対応しないと後で紛争となる可能性もあるので、広域機関の顧問弁護士も含めて、引き
続き議論をすべき事項だと思う。

（参考）第2回地内混雑管理勉強会 ご意見 抜粋



30本日の議題

１．課題・論点の整理

２．既契約等に関する整理(報告)

３．中間整理（骨子案）

４．今後の進め方



31中間整理案
(未定稿)

３－１．中間整理（骨子案）

１．地内混雑管理勉強会立ち上げの背景

➢ ノンファーム型接続下における送電線混雑時に、再エネが非効率な火力電源を含む先にフ
ァームで接続している電源に劣後して出力抑制を受けるといった課題

２．地内混雑勉強会の概要

➢ 検討の方向性、目的、検討スコープ、検討のスケジュール

３．勉強会での議論状況

➢ 主な議論概要、混雑管理方法の選択肢の概観イメージ、主な課題・論点等

４．今後の予定



32中間整理案
(未定稿)

中間整理１－１．地内混雑管理勉強会立ち上げの背景
ノンファーム型接続の導入

◼ 一部地域では、試行的に地内基幹系統において平常時の系統混雑を前提とした電源接続が開始された
（試行ノンファーム型接続）。この試行ノンファーム型接続適用系統は、特定の系統に限ったものではなく、
全国の基幹系統を対象としているものである。

◼ 試行ノンファーム型接続では、系統混雑発生時は、後着者であるノンファーム電源が一律で抑制される。

◼ ローカル系統への適用は、発電事業者の事業性、将来の流通設備の作業、制御システムへの影響などを
見極めた上で判断していくこととなっている。

◼ 系統混雑が発生している基幹系統の増強判断は、将来ポテンシャルなどを加味した上で費用便益評価で
判断し、便益が見込まれる場合に増強される。

＜地内基幹系統の混雑による系統制約＞

地域間連系線
ＬＬＧＧ

ＬＧ Ｇ

Ｌ Ｌ Ｇ

Ｌ Ｇ

Ｇ

停止や抑制

系統混雑発生

メリットオーダー上、下位
のファーム電源が運転

メリットオーダー上、
上位でも後着者で
あるノンファーム電源
を抑制

Ａ電力供給エリア B電力供給エリア

第1回地内系統の混雑管理に関する勉強会資料1 より



33中間整理案
(未定稿)

中間整理１－２．地内混雑管理勉強会立ち上げの背景
再生可能エネルギーの導入拡大

◼ 現状、系統アクセス時に設備増強を必要とする場合は、適切な受益者に負担を求めることにより、電源を空
容量のある系統へ誘導し、系統混雑の発生回避を図っているが、再エネのように立地地域に制約がある場
合や既設電源のリプレース等においては、混雑系統の回避が難しく、系統制約となっている。

◼ このため、広域機関では、日本版コネクト＆マネージの検討を進め、試行ノンファーム型接続導入により、増
強によらない接続を可能としたものの、その抑制方法は、先着優先の考え方に基づいているため、再エネの持
つ価値をフルに発揮しきれない状況にある。

需要地

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

新規

需要地

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

・設備コスト面では、空容量の活用が最も合理的
・混雑系統への接続は、受益者負担を求めることで
先着優先の考え方になっている。

・系統混雑を許容して接続させることは、設備コスト面では合理的
・接続後の運用において、後着者に抑制を求めることで先着優先の
考え方になっている。

・試行ノンファームでは、ノンファーム電源もスポット市場で取引される
ことから、価格には反映されているものの、系統制約による抑制によ
り、本来持つ価値をフル活用できない。

空き

空き
混雑

空き

空き
混雑

風況良

系統制約あり
抑制有

【従来】 【コネクト＆マネージ（試行ノンファーム型接続）】

新規

第1回地内系統の混雑管理に関する勉強会資料1 より



34中間整理案
(未定稿)

中間整理１－３．地内混雑管理勉強会立ち上げの背景
後着者抑制(先着優先)となる仕組みの見直し

◼ 新規電源接続時の課題については、系統混雑を前提とした考え方へと変えてきたことで克服さ
れつつあるが、接続後の電源の運用の面では、系統混雑を前提としない先着優先の考え方が
ベースとなっている。

◼ このため、今後は、系統混雑を前提とした考え方に基づく、先着優先に代わる新たな混雑管理
方法等の導入により、接続後の電源価値の有効活用を図るとともに、高効率の電源を促進し、
社会コストの更なる低減を図っていく必要がある。

受益に応じた工事費負担
予見性確保のための情報公開

系統混雑を前提とした系統アクセス
（ノンファーム型接続導入）

空容量のある系統への誘導

流通設備効率向上

系統混雑を前提とした考え方の下
社会コストの更なる低減を図っていく
必要がある

出力制御方法は
先着優先の考え方

立地制約・高効率
電源の促進の面で
は効果は限定的

電源の価値を
活用しきれていない

適切な系統に適切な電源が接続されていない
（系統と電源が最適化されていない）

第1回地内系統の混雑管理に関する勉強会資料1 より



35中間整理案
(未定稿)

中間整理１－４．地内混雑管理勉強会立ち上げの背景
（参考）大量導入小委における議論状況

第18回再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会資料2 より 一部追記

コネクト＆マネージの更なる推進

ノンファームの全国展開、それに伴う系統利用ルールの見直し（混雑管理方式のあり方）検討



36中間整理案
(未定稿)

系統利用ルールの見直し
（混雑管理方式のあり方）検討

中間整理１－５．地内混雑管理勉強会立ち上げの背景
（参考）大量導入小委における議論状況

第18回再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会資料2 より 一部追記



37中間整理案
(未定稿)

中間整理２－１．地内混雑管理勉強会の概要
検討の方向性

（平常時の電源価値の発揮）

◼ 本来、電源を接続する系統は、新たな増強工事なしに、その電源の価値（経済性や安定供給
の価値）を最大限発揮できるような系統とすることが社会コスト最小化につながる。

◼ 電源の価値には、CO2排出量を削減する環境への価値、安定供給上、調整力としての価値や
供給力としての価値など様々な価値があり、そのいずれもが不可欠なものではあるが、平常時に
おいて、まず考慮すべき価値とは、社会コストへの影響が大きい、卸電力市場におけるkWh価
格としての価値と言えるのではないか。

◼ このため、地内系統の混雑管理においても、地域間連系線同様に、まずは平常時に再エネのよ
うな限界費用の安い電源の価値を最大限活用できるようにする仕組みが目指すべき姿と言える
のではないか。
（環境への価値は、例えばCO2対策コストが価格に反映された場合、kWh価格としての価値に整理できる）

（系統と電源の全体最適化）

◼ 電源にはkWh価値以外にkW価値なども存在するが、系統に混雑が存在することを前提として
適切な設備形成を考えていく場合、kWh価値を最大化する混雑管理を実現し、電源運用を
先着優先からメリットオーダーへと変えることで、結果としてそれが事業者への価格シグナルにも繋
がっていく。

◼ 混雑管理の仕組みの中で、価格シグナルに基づいた事業者自らの選択により、自然と適切な系
統に適切な電源が接続される（系統と電源が最適化される）ようにすることも重要な視点では
ないか。

第1回地内系統の混雑管理に関する勉強会資料1 より



38中間整理案
(未定稿)

中間整理２－２．地内混雑管理勉強会の概要
検討の方向性

（平常時以外の電源価値）

◼ 平常時において最も発揮する機会が多い価値は、kWh価値であるが、電力系統における電源の価値はそれ
だけではなく、安定供給上、必要となる調整力(ΔkW)や供給力(kW)としての価値も重要であることに変わり
はない。

◼ それらの価値は、需給調整市場、容量市場においては、場面に応じた適切な価値が評価されるが、これら市
場設計との整合を図りつつ、混雑管理の仕組みについて検討することが重要となる。

（検討の方向性）

◼ また、系統混雑は、設備形成に対する判断にも影響を与えるなど、その影響は多岐にわたるものである。

◼ 混雑管理の仕組みの検討に当たっては、①混雑を前提とした設備形成、②系統利用の促進、③電気料金
の低減という、流通設備の目指すべき姿（下図）との関係性に留意し、他制度に与える影響や課題、リスク
についても明確にしていく必要がある。

系統利用の促進
（再エネ主力電源化）

（混雑系統への電源接続）

混雑を前提とした
設備形成

（費用便益評価）
（コネクト＆マネージ）

電気料金の低減
（市場構造）

（託送料金制度）

流通設備の目指すべき姿と検討課題

ノンファーム型接続拡大

安定供給

平常時の電源価値
総合コスト最小化

環境負荷削減
価格シグナル

第1回地内系統の混雑管理に関する勉強会資料1 より



39中間整理案
(未定稿)

中間整理２－３．地内混雑管理勉強会の概要
目的と検討スコープ

◼ 社会便益最大化のため、設備コスト面で合理化（系統混雑を許容した電源接続）したことに伴い発生す
る混雑管理において、発電コスト最小化（メリットオーダー）を可能とする仕組みの実現を目指す。

◼ 加えて、適切な電源が適切な規模の系統に接続される設備形成を実現するための仕組みという観点につい
ても検討し、これらの実現を目指す上で予想される課題・リスクを明確化し、解決に向けた論点を洗い出す。

◼ また、目指すべき姿実現までの必要なステップ（短期的に実現可能な仕組み等）についても整理する。

地内系統の混雑管理に関する勉強会

社
会
コ
ス
ト
の
更
な
る
低
減

一部の
基幹系統

目指すべき
方向性

現状

試行
ノンファーム型接続

エリア内では
市場分断しない

全国の
地内基幹系統

課題・論点出し

ローカル系統
への拡大

メリットオーダー実現に向けた
各々の立場での課題・論点出し

目指すべき姿実現に
向けた必要ステップな
どを考慮した議論

後着者抑制

国
へ
提
言

引
き
続
き
議
論
が
必
要
な
項
目

(

具
体
的
仕
組
み)

(

他
制
度
と
の
整
合)

エリア内市場分断

適用
系統

抑制
方法

市場
分断

様々な混雑管理方法

TSO主導型
(再給電)

市場主導型
(市場分断)

地内基幹系統を前提とした
混雑管理方法について議論

将来の拡大も
視野に課題抽出

法
律
・
制
度
に

関
わ
る
項
目

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

検
討
会
等
で
議
論設備

形成
先着優先の考えに
基づく電源接続

系統混雑を前提に系統と電源の最適化を促す仕組みとなるか

価格シグナルに基づく電源接続

第1回地内系統の混雑管理に関する勉強会資料1 より



40中間整理案
(未定稿)

中間整理２－４．地内混雑管理勉強会の概要
検討のイメージ

事業者への価格シグナル

シ
ス
テ
ム
等
の
複
雑
さ

現状
（後着者抑制型）

複雑

シンプル

TSO主導型

市場主導型

・現行の調整力の仕組みの延長で対応可能か？
・必要となる調整力確保方法や費用は？
・どのように正確な発電コストを得るか？
・適用系統が限られるか？

TSO主導型
（再給電）

・現行の間接オークションの仕組みの延長で可能か？
・適用系統が限られるか？

・実現に向けた課題は何か？
・抜本的な構造の見直しが必要か？市場主導型

（ゾーン制）

市場主導型
（ノーダル制）

・混雑料金をどのように設定するか？
・混雑解消方法が別途必要
・発電側基本料金の議論との整合性

地点別混雑料金
海外例：英国

どこを目指すか？
どの様に目指すか？

高い

どこを目指すか？

どの様に目指すか？

低い



41中間整理案
(未定稿)

中間整理２－５．地内混雑管理勉強会の概要
検討スケジュール

２０２０年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

マスタープラン
検討委員会

地内系統
混雑管理
勉強会

内
容

第1回

現状把握：全国基幹系統への試行ノンファーム適用拡大
課題認識：平常時の電源価値の発揮、系統と電源の全体最適化
検討スコープ：メリットオーダー・最適な設備形成の実現、課題・リスクの明確化、論点の洗い出し

第2回

事業者意見集約
ディスカッション
課題・論点洗い出し

第3回
中間報告案取りまとめ
素案に対するディスカッション

第4回
中間報告を受けたさらなる論点の洗い出し
ディスカッション

第5回
最終報告案取りまとめ

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

○

中間報告

☆

最終報告

◼ 2020年内で一定の方向性整理を行うことを目標に検討を進める。



42中間整理案
(未定稿)

中間整理３－１．地内混雑管理勉強会での議論状況
主な議論概要

◼ 現在の日本においては、全国市場である前日市場において、連系線を混雑処理対象としたゾー
ン制による混雑管理が行われるとともに、各ゾーン内（各エリア)においては、TSOが主体となり、
全ての送電線を対象とした混雑管理がなされていると言える。また、TSOが主体となり全ての送電
線を対象として混雑管理を行う仕組みは、特に実需給段階においては、その混雑処理方式に関
わらず、確実な系統運用がなされるために必要であることは今後も変わらない。

◼ このことから、現在、エリア内で行っている需給調整・混雑管理方法を踏襲した仕組みによりTSO
が一定の電源運用順序に基づいて混雑処理を行う再給電方式は、費用負担の在り方や価格
シグナル等に関する課題は存在するものの、今後、平常時においても地内混雑が起こり得ること
に対し、まずは速やかに対応するための選択肢となるのではないか。

（これらの課題については、再給電方式を継続する中で解決策を設ける対応もあれば、混雑
処理方式自体をノーダル制に移行させることで解決を図る対応もあると考えられる。）

◼ また、卸取引市場におけるゾーン制の混雑処理方式については、その適用にあたっては、系統に
おける混雑状況の他、市場での混雑処理の後にTSO主体で全ての送電線を対象に混雑処理
がなされることも踏まえつつ、適用が合理的と考えられる系統への選択肢としてはどうか。

◼ さらにノーダル制の適用については、例えば入札価格に応じたメリットオーダーによる混雑管理や、
その結果としての価格シグナルも発信できるとともに、あらゆる系統への対応も可能である。ただし
、ノーダル制への移行には、大幅な仕組みの見直しが必要になりその影響範囲も多岐にわたると
考えられるため、長期的な視点で議論を要する選択肢として、国も含め継続して議論していくこ
ととしてはどうか。



43中間整理案
(未定稿)

中間整理３－２．地内混雑管理勉強会での議論状況
混雑管理方法の選択肢の概観イメージ

卸取引市場において調整 TSO（系統運用者）が調整

TSOが後着者を抑制

連系線を対象としたゾーン制

（仮にPJMのような仕組みを指向した場合の主な課題）
・将来の不確実性への対応(値差リスク解消手段等)
・混雑処理に必要な情報を市場運営者が一元的に把握する仕組み
の検討(例：全量入札市場の導入など)

・既存契約への影響
・容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合

（主な課題）・適用系統への合理性の見極め要
・将来の不確実性への対応 (値差リスク解消手段等)
・既存契約への影響
・容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合

（主な課題）
・費用負担の在り方
・価格シグナルが機能しない
（例えば、地点別混雑料金の導入などの検討が必要か)

・インバランス料金などへの影響
・TSOが電源出力を増減させる一定の順序の考え方
・混雑処理に必要となる調整電源確保のあり方
・容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合

処理概観：一定の順序に基づきTSOが電源出力を増減
価格シグナル：なし

適用系統：制限なし

再給電

処理概観：入札価格に基づくメリットオーダー
価格シグナル:一定程度あり 適用系統:適用の合理性の見極め要

ゾーン制

処理概観：入札価格に基づくメリットオーダー
価格シグナル：あり 適用系統：制限なし

ノーダル制

（仮にPJMのような仕組みを指向した場合の主な課題）
・将来の不確実性への対応(値差リスク解消手段等)
・混雑処理に必要な情報をTSOが一元的に把握する仕組みの検討
(例：全量入札市場の導入など)

・既存契約への影響
・容量市場や需給調整市場のリクワイアメントとの整合

処理概観：一定の順序に基づきTSOが電源出力を増減
価格シグナル：あり 適用系統：制限なし

ノーダル制

ノーダル制

まずは速やかに
対応するための

選択肢

現状

適用が合理的な
系統への選択肢

長期的な視点で
議論を要する
選択肢



44中間整理案
(未定稿)

中間整理３－３．地内混雑管理勉強会での議論状況
主な課題・論点等

◼ 本日の議論も踏まえ記載



45中間整理案
(未定稿)

中間整理３－４．地内混雑管理勉強会での議論状況
（参考）混雑管理方法の特徴（イメージ※）

混雑管理方法
市場主導型 TSO主導型

ゾーン制 ノーダル制 再給電

混雑送電線 予め特定する 全ての送電線 特定しない

適用が想定される
混雑系統の状況

・混雑箇所が限定的
・混雑箇所の特定が容易

・混雑箇所の特定が困難
・混雑箇所が相当数ある

あらゆる状況に対応可能
（調整可能な電源が必要）

電源稼働順 市場によるメリットオーダー TSOによるメリットオーダー

上げ調整電源の
調達方法

市場によるメリットオーダーで
混雑系統以外の電源が約定

市場によるメリットオーダー
で電源稼働

TSOが何らかの方法により
調達した電源の価格情報

等により電源稼働

TSOが混雑系統以外から調
達(計画締切以降)

TSOもしくはBGが混雑系統
以外から調達(計画締切以

前)

システム対応期間
２～3年程度か

(間接オークションを参考)
7～8年程度か

(海外実績を参考)

実需給断面においては短期間で
可能か

実需給断面より前の断面につい
ては、2～３年程度か(試行ノン

ファームを参考)

混雑調整費用 事業者負担 事業者負担 一般負担もしくは事業者負担
一般負担（需要家含めたエリア

全体の負担）
もしくは混雑地域の事業者負担

価格シグナル
混雑発生時は、市場価格
により価格シグナルが発信さ

れる

混雑発生時は、LMP
価格により価格シグナル

が発信される

調達した電源の価格情報等
を元に価格シグナルを発信

価格シグナルの発信の仕組みに
ついては別途必要

(参考)更なる混雑調整
(実需給断面)

TSOが調整力等を用いて実施※１ －

※1 調整力等の調達方法など詳細部分は、方式により異なる

※ 海外事例などを参考に事務局で作成



46中間整理案
(未定稿)

◼ 「メリットオーダーによる混雑管理」と「混雑状況に応じた適切な価格シグナルの発信」を念頭に
考えた場合、それぞれに対して、安定供給、経済効率性、環境への適合の視点から以下の論
点が考えられるか

メリットオーダーによる混雑管理 混雑状況に応じた適切な価格シグナルの発信

安定供給の視点

混雑処理を行う際に、電源出力の持ち替え（増
加／減少）可能量や持ち替え可能な電源の
kWh価格に関する情報を一元的に管理できる仕
組みの実現が重要か

エリアを混雑系統で分割した場合に、細分化された
それぞれのエリアにおける電源価値が可視化される
仕組みの実現が重要か

経済効率性の視点

エリア内の電源のみを対象とするのではなく、全国
を対象とすることでより経済効率性の高いメリット
オーダーの実現を目指すことが重要か

混雑系統と非混雑系統における価格差を解消する
手段としては、系統増強や価格の高い系統(非混
雑系統)への電源新設などが考えられ、これらを総合
的に機能させ、経済効率性の最適化を目指すこと
が重要か

環境への適合の視点

メリットオーダーの電源稼働により、再エネの稼働
機会が増えることで、環境負荷の低減は可能か

・価格シグナルが示された場合でも、再エネは混雑を
回避した立地が困難であることを考えると、マスタープ
ランの中で整理していく費用便益に基づく系統増強
のあり方を考える上で整合を図ることが重要か。

第2回地内系統の混雑管理に関する勉強会資料1 より

中間整理３－５．地内混雑管理勉強会での議論状況
（参考）安定供給、経済効率性、環境への適合の視点による論点



47中間整理案
(未定稿)

中間整理４－１．今後の予定

◼ 勉強会の取り纏め結果を本委員会に報告し、本委員会に置いて混雑管理方法の選択肢や課
題について議論を行うとともに、課題によっては国においても議論いただく。

２０２０年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

マスタープラン
検討委員会

地内系統
混雑管理
勉強会

内
容

第1回

現状把握：全国基幹系統への試行ノンファーム適用拡大
課題認識：平常時の電源価値の発揮、系統と電源の全体最適化
検討スコープ：メリットオーダー・最適な設備形成の実現、課題・リスクの明確化、論点の洗い出し

第2回

事業者意見集約
ディスカッション
課題・論点洗い出し

第3回
中間報告案取りまとめ
素案に対するディスカッション

第4回
中間報告を受けたさらなる論点の洗い出し
ディスカッション

第5回
最終報告案取りまとめ

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

○

中間報告

☆

最終報告



48本日の議題

１．課題・論点の整理

２．既契約等に関する整理(報告)

３．中間整理（案）

４．今後の進め方



49４－１．今後の進め方

２０２０年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

マスタープラン
検討委員会

地内系統
混雑管理
勉強会

内
容

第2回

事業者意見集約
ディスカッション
課題・論点洗い出し

第3回

中間報告案取りまとめ
素案に対するディスカッション

第4回

中間報告を受けたさらなる論点の洗い出し
ディスカッション

第5回

最終報告案取りまとめ

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

○

中間報告

☆

最終報告
7/27

◼ 本日の議論も踏まえ取りまとめた論点をマスタープラン検討委員会へ中間報告する。

◼ 次回は、最終報告案取りまとめに向け更なる論点の洗い出しを行う。



50

（参考資料）



51
(参考)地点別料金制度導入国(英国、ノルウェー、スウェーデン)の

価格への地理的要素の反映方法

出典：経済産業省 平成28年度産業経済研究委託事業（託送料金制度を中心とする電力の送配電部門の重要課題に関する調査）



52(参考)地点別料金の役割とその導入国

出典：経済産業省 平成28年度産業経済研究委託事業（託送料金制度を中心とする電力の送配電部門の重要課題に関する調査） 赤線追記



53(参考)英国 各地点の料金比較

出典：経済産業省 平成28年度産業経済研究委託事業（託送料金制度を中心とする電力の送配電部門の重要課題に関する調査）



54(参考)前回示した地点別料金に関する英国OFGEMの評価について

◼ 風力発電の立地に与える影響については、地点別料金がスコットランドまで拡大した2005年以
降、165の風力発電プロジェクトが接続待ちであり、この事実をもって地点別料金が風力発電の
立地について影響を与えていないものと評価を行っている。

◼ 火力発電については、2000年以降の大型火力(600MW以上)の立地が大需要地近傍に集
中している事実をもって地点別料金による発電所立地の誘導効果があったものとして評価してい
る。



55(参考)現行のインバランス算定方法

第7回電力・ガス基本政策小委員会（2018.1.31）資料6 より


